
性犯罪・ 痴漢・ 盗撮

 女性を狙っ た犯罪対策 女性を狙っ た犯罪対策

　 路上や住宅での性犯罪被害や電車内での痴漢被害、 階段やエスカレー

タ ーでの盗撮被害など、 身近な日常生活の中で被害が発生し ています。

被害を防ぐ ためには

●スマート フォンや携帯電話の操作、 音楽を聞きながら歩く 「 ながら歩

き」 はやめまし ょ う 。

●夜間は人通り の多い、 明るい道を通り まし ょ う 。

　 時々、 後ろを振り 返るなど周囲を警戒し まし ょ う 。

●階段やエスカレータ ーでは、 後ろを確認し 、 バッ グなどでスカート を

押さ えて盗撮さ れないよう にガード し まし ょ う 。

●深夜の独り 歩きは避け、 タ クシー等を利用し まし ょ う 。

●防犯ブザーを外から見えやすく 、すぐに使えると ころにつけまし ょ う 。

●見知らぬ人から声をかけられたら、 相手と 距離をと り まし ょ う 。

路上では
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●在宅中も玄関の戸締り をし ておきまし ょ う 。

●就寝前は、 ド アや窓は完全に施錠し まし ょ う 。

●玄関ド アの鍵や車両の鍵を開けた瞬間に、 後ろから

室内や車内に押し 込まれる事案も 発生し ています。

玄関ド アや車両の鍵を開ける前に、 不審者がいない

か周囲を確認し まし ょ う 。

●宅配便や点検等を装って、室内に入り 込まれる事案が発生し ています。

来訪者の対応は、 インタ ーホンやド アチェ ーン等を活用し 、 用件や身

分を確認し まし ょ う 。

●被害に遭ったら、 その場でし ゃがむ、 犯人をにらむ、 声を出す、 手を

はらう など、「 イヤ」 と いう 意思表示をし まし ょ う 。

● 110 番通報、 駅員を呼ぶ、 周囲の協力を求めるなどし て複数人で対

応するよう にし まし ょ う 。

●被害に遭わないために、 すいている車両に乗る、 友達と 一緒に乗る、

女性専用車両に乗るなどし まし ょ う 。

自宅では

電車では

座席

座席

座席

座席

ド ア ド ア

危険

痴漢が発生し やすい混み合う 電車のド ア付近

痴漢犯罪防止啓発動画
ha ve  co ur a g e
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スト ーカ ー・ DV （ 配偶者等から の暴力）

　 恋愛感情やその他の好意の感情、 又はそれが満たさ れなかったこと に

対する恨みの感情から、 相手やその家族につきまと う などし て不安を与

え、その生活の安全と 平穏を害する行動で、相手の行為が急にエスカレー

ト し て、 重大な犯罪につながる危険性が高い行為のこと です。

　 スト ーカー規制法では、 次のよう な行為を繰り 返し 行う こと を規制し

ています。  

　 ①つきまと い・ 待ち伏せ・ 見張り ・ 押し かけ・ う ろつき、 ②監視し て

いると 告げる、 ③面会、 交際等の要求、 ④著し く 粗野又は乱暴な言動、

⑤無言電話、 連続し た電話・ 文書・ FA X・ 電子メ ール・ SNS メ ッ セー

ジの送付、 ⑥汚物等の送付、 ⑦名誉を傷つける行為、 ⑧性的し ゅう 恥心

の侵害、 ⑨相手の承諾を得ずに G PS 機器等を用いて位置情報を取得す

る行為、 ⑩相手の承諾を得ずに相手の持ち物に GPS 機器等を取り 付け

る行為

～スト ーカーと は～

　 スト ーカー被害は、 自分だけで解決できる問題ではあり ません。  

一人で悩まず、 警察をはじ め、 信頼できる人に相談し まし ょ う 。

　 警察では被害防止のためのアド バイス

や、 行為者に対し て警告や検挙等の対応

をと ること ができます。

　 被害が深刻になる前に、 迷わず最寄り

の警察署に相談し てく ださ い。

被害にあっ てし まっ たら
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　 配偶者（ 事実婚や元配偶者を含む） や同居する恋人など親密な間柄

でふるわれる暴力のこと です。 被害者、 加害者は性別を問いません。 暴

力には、 身体的暴力、 精神的暴力、 経済的暴力、 性的暴力があり ます。

～ DV と は～

　 DV 被害の相談は、 配偶者暴力相談支援センタ ー、 最寄り の市町村

Ｄ Ｖ 相談窓口、 または警察署に相談し てく ださ い。

　 被害者の申立てにより 、 地方裁判所が加害者に対し て「 保護命令 *」

を発令すること ができます。 申立てについては、 最寄り の配偶者暴力相

談支援センタ ーや警察署に相談し てく ださ い。

＊ 令和６ 年４ 月１ 日から、 重篤な精神的被害を受けた場合にも 保護命令

の対象が拡大し ています。

◆被害者への接近禁止命令（ １ 年間）

●４ つの命令

　 被害者への接近禁止命令の要件を満たすこと を要件と し ており 、 命令

期間は、 被害者への接近禁止命令が発令さ れている間に限られます。

　 ●被害者への電話等禁止命令（ １ 年間）

　 ●被害者の子への接近禁止命令（ １ 年間）

　 ●被害者の子への電話等禁止命令（ １ 年間）

　 ●被害者の親族等への接近禁止命令（ １ 年間）

◆退去等命令　 ２ か月間

　 ただし 、 住居の所有者又は賃借人が被害者のみの場合は申立てによ

り ６ か月間

D V 被害にあっ てし まっ たら

加害者を 引き 離し てほし い時は
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保護命令には要件があり ます。 主な要件は次のと おり です。

保護命令の要件

《 接近禁止命令》 《 退去等命令》

身体に対する暴力
or

生命 / 身体に対する脅迫
or

自由 / 名誉 / 財産に対する脅迫

身体に対する暴力
or

生命 / 身体に対する脅迫

生命 / 心身に対する

重大な危害
※
を

受けるおそれが大き いと き

生命 / 身体に対する

重大な危害
※
を

受ける おそれが大き いと き

※「 重大な危害」 とは、少なく とも通院加療を要する程度の危害のこと です。

※上記のほか、 命令ごとに異なる要件があり ます。

配偶者から の

身体に対する暴力

を受けるこ と

更なる

配偶者から の

身体に対する暴力
or

生命 / 身体に対する脅迫
or

自由 / 名誉 / 財産に対する脅迫

更なる

を受けた者が を受けた者が

により により
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相手の申し 出

は
断

固
拒

否
！

相手の申し 出

は
断

固
拒

否
！

避難場所は教

え
な

い
！

避難場所は教

え
な

い
！

被害の記

録
！

被害の記

録
！

防犯ブザー

の
携

帯
！

防犯ブザー

の
携

帯
！

個人情報の管

理
を

徹
底

！

個人情報の管

理
を

徹
底

！

被害を防ぐ ためには

●公共料金明細書などは細断し て廃棄するなど、 自分の個人情報の管

理を徹底し まし ょ う 。 また、 スマート フォン等を他人に操作さ せない

よう にし まし ょ う 。

●防犯ブザーをすぐに使える状態で持ち歩きまし ょ う 。

●被害を受けたら、「 いつ、 どこ で、 どんな被害を受けたか」 を記録し

ておきまし ょ う 。

●相手からの申し 出に対し ては、 断固拒否し まし ょ う 。

●避難場所は親し い人にも絶対に伝えてはいけません。

●必要に応じ て一時保護施設を利用し 、 安全な場所で生活するこ と が

できます。 配偶者暴力相談支援センタ ー、 警察、 市町村などに相談し

まし ょ う 。（ 4 4 ページに相談窓口を掲載し ています）
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